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教員免許更新制に係る私立学校への周知について（依頼） 

 平成 21 年度から実施されている教員免許更新制度については、御協力を頂き感謝申し上げま

す。  

 今般、更新制に係る申請が今年度も遺漏なく円滑に行われることを目的として、本制度に係

る関係資料について別添のとおり送付しますので、貴職所管私立学校へ依頼文等の配布につい

て御協力をお願いします。 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担当：免許担当 齋藤 

内線：6124 

mail：yuya-s@pref.iwate.jp 
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教員免許更新制に係る修了確認期限（有効期間満了日）の確認について（依頼） 

 平成 21 年度から実施されている教員免許更新制度については、御協力を頂き感謝申し上げま

す。  

さて、本制度に係る申請が遺漏なく円滑に行われることを目的として、関係資料を下記のと

おり送付します。 

今年度より、新免許状所持者の更新が本格的に始まることとなります。新免許状と旧免許状

では取り扱いが異なることから、今後より一層、教員免許更新制について理解を深める必要が

あります。 

つきましては、「教員免許更新制のしくみ」を熟読の上、全職員に対して、昨年度実施した所

有免許状調査による【所有免許状確認票】（平成２９年１２月１日付）を活用し、改めて各自の

修了確認期限（有効期間満了日）を確認するよう周知ください。 

記 

１ 送付内容  

 (１) 教員免許更新制のしくみ ※新免許状の更新等に伴い今年度、大幅に内容を更新しています。 

 (２) 更新等申請様式一式 

２ 留意事項  

 (１) 申請は、免許状更新講習計 30 時間以上を受講した上で、修了確認期限（有効期限

満了日）の２ヶ月前までに県教育委員会へ行う必要があります。特に今年度中に修

了確認期限（有効期限満了日）を迎える方について、遺漏がないようご留意願いま

す。 

(例) 平成 31 年 3 月 31 日が期限の場合、平成 31 年 1 月 31 日までに申請が必要です。 

(２) 現職教員が申請期限までに必要な申請を行わず、修了（更新）認定を行うことが

できない場合には、免許状が失効し教育職員を失職することとなり、その者が担当

した授業の単位が認定されない重大な事態が想定されるため、厳にご留意願います。 

（３) 申請に際して誤りが散見されます。送付した資料に申請様式の案内並びに記入例等を

同封していますので、確認の上、申請するよう周知願います。 

（４）教員免許更新制についてご不明の点は、当課免許担当あて問合せ願います。 

 

 



場所 岩手県公式ホームページ【http://www.pref.iwate.jp/】 

トップページ ＞ 教育・文化（ページ上の黒い見出し）＞ 教育 ＞ 教職員 ＞ 

教育職員免許状 ＞ ３ 免許更新のための手続き（申請様式）について  

３ その他 

（１） 昨年度に引き続き、今年度も所有免許状調査を実施しますのでご協力願います。（別

途通知） 

（２） 関係する申請書は、岩手県公式ホームページからもダウンロードできます。 

 

 

 

 

  

 

 

 

担当：免許担当 齋藤 

電話：019-629-6124（直通） 

mail：yuya-s@pref.iwate.jp 


